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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
離
島
航
路
整
備
法
に
基
づ
く
離
島
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
離
島
航
路
整
備
法
に
基
づ
く
離
島
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

航
路
補
助
金
（
離
島
航
路
整
備
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定

す
る
航
路
補
助
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
一
条
に
規
定
す
る
「
離
島
航
路
の
維
持
及
び
改
善
」
を
図

る
た
め
に
交
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
法
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
必
要
な
予
算
の
確
保

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

法
第
五
条
に
お
い
て
、
「
航
路
補
助
金
は
、
当
該
離
島
航
路
を
維
持
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
・
・

・
運
航
計
画
が
当
該
離
島
航
路
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
輸
送
需
要
度
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

交
付
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
「
輸
送
需
要
度
」
に
適
合
し
な
い
航
路
」
に
つ
い
て
は
、
航

路
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

航
路
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
地
元
自
治
体
か
ら
の
意
見
も
聴
い
た
上
で
、
離
島
航
路
事
業
者
か
ら
の
申
請
に
基



 

２ 

 

づ
き
、
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金
と
し
て
、
必
要
な
予
算
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


